
 

 

 

 

 

 

 

本年もよろしくお願いいたします 
 

令和４年が始まりました。11 日の第３学期始業式では、次の 3 つの話をしま

した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き続き、保護者や地域の皆様のご支援とご協力をお願いいたします。  

が      あ    学校だより 

                 令和４年１月２０日 

           上越市立南本町小学校  

                No.４９２             
            http://www.s-honcho.jorne.ed.jp/ 

 
 

１つめは、成年についてです。昨日は成人の日でしたね。何歳になると成年とな

るか皆さん知っていますか？  今は 20 歳になると成年となります。しかし、今年の

４月からは、 18 歳になると成年となります。ですから、６年生は、あと６年で成年

になることになります。成年になると、親の同意を得ずに、自分の意思で様々な契

約ができるようになります。例えば携帯電話の契約やクレジット  

カードを作るときなども、親の同意がいらなくなります。ですか  

ら、よく考えて判断し、責任をもって行動することが求められま  

す。２年早く成年となることから、今学校で取り組んでいる、自  

分の考えをもつこと、友達の考えを知ること、そして、自分の考  

えを深めることがとても重要となります。引き続き、かかわり方  

課題を実践して力を高めていきましょう。  

 

２つめは、「自分の身は自分で守る、大切な家族や友達の身を

守る、そのためにできることを考えて実行する」ことです。繰

り返しこのことを話してきました。皆さんもニュースで知って

いるように、また、新型ウイルス感染症が流行ってきました。オ

ミクロン株という変異株により、とても速いスピードで感染し

ています。新潟県は、８日に「警報」を発令し、感染防止策を徹

底するように呼びかけています。引き続き、「自分の身は自分で

守る、大切な家族や友達の身を守る、そのためにできることを

考えて実行する」ことを続けていきましょう。  

 

３つめの話です。トラブルがあった時や悲しい気持ちになった時は、自分で解決

できる場合もあれば、自分で解決できない場合もあります。自分で解決できない場

合は、迷わず友達や先生、おうちの人に相談してください。 

どうしよう困ったなあと感じることは、誰もが経験するこ  

とですから、一人で悩まなくていいのです。今年も、一人  

一人の笑顔が増えることを願っています。  



まん延防止等重点措置の適用 
１月２１日（金）～２月１３日（日） 

 

ご存じのとおり、新潟県にまん延防止等重点措置が適用されます。これに伴い、

今後の教育活動を変更しなくてはならない状況となりました。  

上記の期間につきましては、原則、校外での学習活動を控えるとともに、これ

まで取り組んできました感染防止対策の徹底を図ります。保護者の皆様には、教

育活動の変更等について、たよりや PTA メールでお伝えしますので、ご確認をお

願いします。ご理解とご協力をお願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

１日（火）中学年スキー教室は延期 

城西中学校保護者説明会は中止 

２日（水）城西中学校保護者説明会は中止 

３日（木）カウンセラー来校  

４日（金）ＡＬＴ来校 ６限委員会活動 

７日（月）あいさつウィーク（５年：～10 日） 

８日（火）第２回移行学級は紙面による説明に変更 

９日（水）ＡＬＴ来校 

１０日（木）カウンセラー来校  

１１日（金）建国記念の日   

１４日（月）家庭学習強調週間  

１５日（火）高学年スキー教室（現時点で実施予定） 

１６日（水）ＡＬＴ来校 

１７日（木）カウンセラー来校  

１８日（金）全校算数テスト  ６限委員会活動  

２１日（月）全校漢字テスト  

２３日（水）天皇誕生日  

２４日（木）２年雪遊び（現時点で実施予定） カウンセラー来校  

２５日（金）１年雪遊び（現時点で実施予定） 
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